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 報道機関各位  

 

 

 

 

 

長野県に適用されていた、まん延防止等重点措置が解除されるのに伴い、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策を十分講じた上で、ながた荘及びながたの湯の営業につい

て以下のとおり変更しますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

  変更内容 

ながた荘） ・日帰り入浴の受け入れを再開 

       ※営業時間は２０時までとし、１時間短縮        

      ・宴会の受け入れを再開 

※同一グループ同一テーブル４人以内、２時間以内 

 

ながたの湯） ・営業時間を２０時までとする１時間短縮を継続 

       ・食堂及び休憩所の利用は同一グループ同一テーブル４人以内、 

２時間以内を徹底 

       ・自動販売機を含む酒類の販売を再開 

 

対象期間） 上記の変更は、令和４年３月７日から当分の間の予定とする 

箕輪町役場 商工観光推進室 プレスリリース  

令和 4年３月４日 発信 
箕輪町 


